
ジュース、焼酎、醤油等のペットボトル（油の入っていたものは可燃ごみです）
魚・肉・刺身等の食品の入っていた食品トレイ、プラスチック製トレイ（水洗いをして乾かしてください）

缶類（食料品が入っていた缶）、スプレー缶 、やかん、鍋等の金属類
ジュース等の無色透明ビン、ドリンク剤等の茶色のビン、酒ビン等のその他の色のビン

資源
ごみ

1分別のされた災害ごみ
22月末の工場棟
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計画書作成

機器・設備解体

工場棟解体

整地・片付

管理棟解体

　
令
和
元
年
10
月
に
発
生
し
た
台
風
第
19
号
に

よ
り
、被
災
さ
れ
た
方
々
に
、心
よ
り
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。本
組
合
で
は
、浸
水
被
害
に
あ
っ
た

家
具
や
生
活
用
品
等
、災
害
ご
み
の
処
理
を
進
め

て
い
ま
す
。

　
こ
の
災
害
ご
み
は
、通
常
の
生
活
ご
み
を
処
理

し
た
う
え
で
残
っ
た
処
理
能
力（
予
備
分
）を
活

用
し
処
理
し
て
い
ま
す
の
で
、台
風
が
発
生
し
て

か
ら
半
年
で
、現
在
、約
１
，２
０
０
ト
ン
の
災
害

可
燃
ご
み
の
処
理
が
完
了
し
ま
し
た
。

　
皆
様
に
は
、今
後
と
も
、ご
み
の
減
量
化
と
、分

別
の
徹
底
に
、特
段
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、解
体
工
事
に
関
し
ま
し
て
は
、工
場
棟

な
ど
の
解
体
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

災害ごみを処理中です

旧ごみ処理施設解体工事全体工程表

解体工事の３月末の進捗率は…約71％

基本的なごみの分別について

家庭ごみ搬入について

上記の他にも、お受けできないもの、お受けできないケースがございますので、当組合
ホームページや各市町村のごみカレンダー・分別表などをご確認いただくほか、ご不明な
点はお問い合わせください。

【組合連絡先】須賀川地方衛生センター　☎0248-73-4515

ステーションで処分しきれなかった分を受け入れいたします。搬入の際は、枯らした
状態で、かつ長さ60cm、直径30cm以下に束ねてお持ち込みください。
なお、1本直径9cm以上の木は、別に分けてお持ち込みください。

ご自宅の
庭木の
剪定ごみ

タイヤ、消火器、バッテリー、ピアノ、
ガスボンベ、農業用品、解体家屋廃
材、自動車の部品（バンパー等）は、
受け入れできませんので、購入した
販売店に引き取っていただくか、専
門業者に処理を依頼してください。

受け入れ
られない
ごみ

生ごみ（よく水分を切る）、革製品（金属などを取り除く）、布類（衣服類）
木片、剪定枝（長さ60cm以下×直径30cm以下、袋に入れず束ねて出すことも可能です）

紙くず、プラスチック製品（おもちゃ、キャップ、ヘルメット、ソース容器等）
ビニール製品（お菓子の袋、ラップ等）、紙おむつ（汚物を取り除いて）

可燃
ごみ

化粧品・薬品のびん・油びん等飲食物以外のものが入っていたビン
ガラス・刃物類、電球、蛍光灯、せともの、鏡

家電製品（電話機、電卓、ドライヤー、ポット、ラジカセ、アイロン、その他小さい家電製品）
※家電リサイクル法の4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）に関しては受け入れておりません。

不燃
ごみ

搬入
受付時間

月～金曜日（祝日含む）  午前８：３０～１１：００  午後１３：００～１５：３０
お引越し等で大量にごみが発生した場合、直前までに、ステーション等でのごみ収集
で処理しきれなかった分を受け入れいたします。
※お持ち込みになりたい日時がお決まりの場合は、前日までに、お電話にてご予約の上お持
ち込みください。

処理困難物対象品目
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災
害
ご
み
の
処
理
方
法

台風第１９号により発生した
災害ごみは大きく分けて
３種類です。

その他
浸水により家屋に流れ込んだ

流木、稲わらなど

3片付けごみ
水害にあった家具、生活用品、

家電、粗大ごみなど

1

水害にあった家屋の解体の際に
発生する可燃性廃棄物、不燃性廃棄物

被災家屋の解体廃棄物2

被災現場

衛生センター

被災現場

仮置き場仮置き場

混合廃棄物

可燃・不燃性廃棄物、
金属等が混合状態

仮置き場で
選別等

簡易な粗選別等を
実施して搬入

分別された廃棄物

可燃性廃棄物

木くず・流木

稲わら

不燃性廃棄物

金属くず

廃家電

分別された廃棄物

可燃性廃棄物

衛生センターで
処理ができないものは

専門業者へ

木くず

不燃性廃棄物

金属くず

コンクリートがら

土砂混じり廃棄物処理困難物

土砂混じり廃棄物

ストックヤード施設
リサイクル

ごみ処理施設
焼却処理

最終処分場
埋立処分

搬入

搬入

片付けごみ
1

その他
3

被災家屋の解体廃棄物
2


